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L姫・夢車冬と博覧会

（市町村デー轡町の日）



本町四丁目
天女の羽衣

新町一丁目

一　寸　法　師

新町二丁目

チロルの里日野川激流の鉄人

く2）



今年からせせらぎ公園で行われたマスつか

み取り大会は500人の参加者でにぎわいました

少年相撲大会は名勝負の連続に
観客から大きな拍手がおくられました 小野田実さんの民謡ステージではプロの歌声に思わずうっとり

8体の大蛇が大暴れ．′　日野産高郷土芸能クラブの荒神神楽は迫力満点でした

本町一丁目

視　長野五輪

（3）

本町二丁目

磨崖仏（町指定史跡）
本町三丁目

弘法さんの伝説



不法投棄禁止′

条例のポイント

（1）単なる「ポイ捨て」の禁止のみでなく、広く環境美

化を促進する目的の条例です。

（2）環境美化促進のため、県民、事業者、土地占有者等、

市町村および県のそれぞれの責務を明確にしました。

（3）県民の皆さんや旅行者に、ごみの「原則持ち帰り」

の義務づけや「ゴミのポイ捨て」を禁止してしもます。

（4）土地占有者には、その土地の清潔保持の義務づけや、

公共の場所の管理者や飲料販売などの事業者には、ご

み箱の設置・管理を求めています。

（5）特に環境美化を促進する必要がある地区を、市町村

の申し出に基づき、知事が「環境美化促進地区」に指

定し、関係者が積極的に環境美化に取り組むとともに、

指定地区内でゴミを捨てた者に対し2万円以下の罰金

が科せられます。

なお、罰則の適用は平成10年1月1日からです。

何気なく行われている「ポイ捨て」が罰金に値する行為で

あるということを広く認識していただき、この条例の制定を

契機に、鳥取県では一層の環境美化を図っていきますので、

皆様のご理解とご協力をお願いします。

問い合わせ先　鳥取県生活環境部廃棄物対策課

℡0857－26－7562・7564・7681
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